
担

当

課

（

室

）

 

目
　

　

　

次

 

発

行
　

岡

山

県

 
 

○
　

〃

〃

 
 

【

人

事

委

員

会

】

担

当

課

（

室

）

○
　

職

員

団

体

の

登

録

人

事

委

員

会

目
　

　

　

次

 
 

【

告
　

　

　

示

】

 

○
　

岡

山

県

中

小

企

業

支

援

資

金

融

資

制

度

要

綱

の

経

営

支

援

課

 
 

一

部

改

正

 
 

（

県

例

規

集

登

載

） 

 

○
　

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

 
 

の

更

新

 
 

○
　

指

定

通

所

支

援

の

事

業

の

廃

止

の

届

出

指

導

監

査

課 

○
　

育

成

医

療

及

び

更

生

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

障

害

福

祉

課

 
 

関

の

指

定

 

○
　

育

成

医

療

及

び

更

生

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

〃
 

 

関

の

指

定

の

更

新

 

○
　

育

成

医

療

及

び

更

生

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

〃

 
 

関

の

指

定

の

辞

退

 
 

○
　

優

良

図

書

の

推

奨

子

ど

も

家

庭

課

 
 

○
　

有

害

図

書

の

指

定

〃

 
 

○
　

土

地

改

良

事

業

の

施

行

認

可

耕

地

課

 
 

○
　

土

地

改

良

事

業

計

画

の

変

更

の

認

可

〃

 
 

【

公
　

　

　

告

】

 
 

○
　

落

札

者

等

の

決

定

危

機

管

理

課

 
 

○
　

公

共

測

量

の

終

了

監

理

課

○
　

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

岡

山

県

公

報

　　令和７年１０月７日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１２７４２号



 

◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
六
十
一
号

 
　

岡
山
県
中
小
企
業
支
援
資
金
融
資
制
度
要
綱
（
平
成
二
十
一
年
岡
山
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 
　
　

令
和
七
年
十
月
七
日

 

岡　

山　

県　

知　

事　
　
　

伊　

原　

木　
　
　

隆　
　
　

太　
　
　

　

第
八
条
中
「
欄
３
に
該
当
す
る
者
に
限
る

）
及
び
」
を
「
欄
３
に
該
当
す
る
者
に
限
る

」
に
改
め

「
ま
で
に
該
当
す
る
者
に
限
る

」
の
下
に
「
及
び
同
表
第
十
四
号
に
掲
げ
る
資
金
（
同
号
の
融
資
の
対

。

。
）
、

、

。
）

 

象
者
の
欄
２
に
該
当
す
る
者
に
限
る

」
を
加
え

「
及
び
金
融
機
関
」
を
「
）
及
び
金
融
機
関
」
に
改
め
る
。

。
）

、

 

　

別
表
第
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 
  

 
 

14
(
1
)
 

1
0

（

協
調
支
援
型
特
別

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
中
小

事
業
経
営
に
必

同
　
上

年
以
内

運
転
資

同
　
上

融
資
の
対

付
表
５
の

同
　
上

同
　
上

 
 

 
資
金

企
業
者
又
は
組
合

要
な
運
転
資
金
及

金
に
あ
っ
て
は
１
年

象
者
が
１

と
お
り

 
 

１
　
協
調
支
援
型
特
別
保
証
の
対
象

び
設
備
資
金

土
以
内

設
備
資
金
及

で
あ
る
場

（

，

 
 

 
　
と
な
る
者

地
取
得
資
金
を
除

び
運
転
設
備
資
金
に

合
は

年
，

 
 

 
２
　
１
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て

く
あ
っ
て
は
３
年
以

％
以

。）

2
.
2
0

，

 
 

 
米
国
の
関
税
措
置

ア
メ
リ
カ
合

知
事
が
別
に
定

内
内

（

(
2
)
 

）

衆
国
が
実
施
し
た
関
税
に
係
る
措

め
る
既
往
の
借
入

融
資
の
対

置
を
い
う

の
影
響
を
受
け

金
の
返
済
資
金

象
者
が
２

。
）

，

又
は
受
け
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る

融
資
の
対
象
者

で
あ
る
場

（

者
が
２
で
あ
る
場
合

合
は

年
 

，

を
除
く

％
以

。）

1
.
8
0

内

 

　
　
　

附　

則

 

　

（
施
行
期
日
）

 

１　

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
岡
山
県
中
小
企
業
支
援
資
金
融
資
制
度
要
綱
の
規
定
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
日
以
降
に
岡
山
県
信
用
保
証
協
会
が
保
証
の
申
込
み
を
受
け
付
け
た
資
金
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

令和７年１０月７日　岡山県公報　第１２７４２号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
六
十
二
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
□
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
□
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
□
同
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
更
新
し
た
□ 

令
和
七
年
十
月
七
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 
 

 

指
定
を
更
新
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

更
新
年
月
日 

の
ぞ
み
薬
局 
山
下
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

津
山
市
山
下
九
九―

一
一 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

令
和
七
年
十
月
一
日 

有
限
会
社 

あ
し
だ
薬
局 

高
野
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

津
山
市
高
野
本
郷
一
二
五
八―

九 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

令
和
七
年
十
月
一
日 

 

令和７年１０月７日　岡山県公報　第１２７４２号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
六
十
三
号 

 

児
童
福
祉
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
□
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
□
次
の
指
定
通
所
支
援
の
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
□
た
□ 

 
 

令
和
七
年
十
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

い
ち
ば
ん
星 

２  

所
在
地 

玉
野
市
御
崎
二―
一
二―

四
七 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

株
式
会
社
Ｍ
Ｒ
Ｈ
Ｍ 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

倉
敷
市
帯
高
二
〇―

七 

三 

廃
止
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
九
月
三
十
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
五
〇
四
〇
〇
〇
七
七 

五 

サ
□
ビ
ス
の
種
類 

放
課
後
等
デ
イ
サ
□
ビ
ス 

令和７年１０月７日　岡山県公報　第１２７４２号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
六
十
四
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
□
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
□
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の

と
お
り
指
定
し
た
□ 

令
和
七
年
十
月
七
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 

 
 

 

指
定
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

担
当
す
る
医
療
の
種
類 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

指
定
年
月
日 

 

り
ん
ご
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

浅
口
郡
里
庄
町
新
庄
五
三
四
一―

一 
 

 
 

 
 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令
和
七
年
十
月
一
日 

令和７年１０月７日　岡山県公報　第１２７４２号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
六
十
五
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
□
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
□
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
担
当
す
る

医
療
機
関
に
つ
い
て
□
同
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
更
新
し
た
□ 

令
和
七
年
十
月
七
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 

 
 

 

指
定
を
更
新
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

担
当
す
る
医
療
の
種
類 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

更
新
年
月
日 

株
式
会
社
服
部
薬
局
二
宮
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

津
山
市
二
宮
一
九
六
一―

一 
 

 
 

 
 
 

 

調
剤 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

令
和
七
年
十
月
一
日 

 

令和７年１０月７日　岡山県公報　第１２７４２号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
六
十
六
号 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
□
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
□
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
担
当
す
る

医
療
機
関
に
つ
い
て
□
同
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
□ 

令
和
七
年
十
月
七
日 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 

 
 

 

指
定
を
辞
退
し
た
医
療
機
関 

 
 

名 
 

 
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

所 

在 

地 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

担
当
す
る
医
療
の
種
類 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

辞
退
年
月
日 

里
庄
薬
局 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

浅
口
郡
里
庄
町
新
庄
五
三
四
一―

一 
 

 
 
 

調
剤 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
七
年
八
月
一
日 

令和７年１０月７日　岡山県公報　第１２７４２号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
六
十
七
号 

 

岡
山
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
□
昭
和
五
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
二
十
九
号
□
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
□
青
少
年
の
健
全
な
育
成
の
た
め
特
に
有
益
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
図
書
を
次
の
と
お
り
推
奨
す
る
□ 

 
 

 
 

令
和
七
年
十
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

岡 

山 

県 

知 

事 
 

 

伊 

原 

木 
 

 

隆 
 

 

太 
 

 
 

番
号

 
 
 
 

図
 

 
書

 
 

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
著

 
 

 
者

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

発
 

行
 

所
 

 
 

 
 

 
対

 
 

 
象

 
 

 
１

 
 

 
ぽ

ん
こ

ん
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
も

り
の

 
じ

る
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

作
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
空

と
ぶ

ロ
バ

出
版
 
 
 
 
 

 
 幼

児
 

 
２

 
 

 
ぼ

く
は

か
け

る
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
イ

・
ハ

ジ
ン

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
作

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
フ

レ
ー

ベ
ル

館
 

 
 

 
  

〃
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
内

田
 

麟
太

郎
 

 
 

 
 

 
 

 
訳

 

３
 

 
 

あ
り

ん
こ

と
カ

ン
ナ

の
花

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
ナ

ム
ー

ラ
ミ

チ
ヨ

 
 

 
 

 
 

 
文

 
 

 
 
 
 
 
 
 
地

平
社
 

 
 

 
 
小

学
生

（
低

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
毛

利
 

ま
さ

み
ち

 
 

 
 

 
 

 
切

り
絵

 

４
 

 
 

し
ゅ

っ
ぱ

つ
！

で
ん

し
ゃ

の
う

ん
て

ん
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
羽

尻
 

利
門

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

絵
・

作
 

 
 

 
金

の
星

社
 

 
 

 
  

〃
 

 

５
 

 
 

先
生

！
お

か
わ

り
禁

止
っ

て
へ

ん
じ

ゃ
な

い
？
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
麻

生
 

か
づ

こ
 

 
 

 
 

 
 

 
作

 
 

 
 

 
 

金
の

星
社
 

 
 

 
小

学
生

（
中

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
イ

シ
ヤ

マ
 

ア
ズ

サ
 

 
 

 
 

 
絵

 

 
６

 
 

 
は

じ
め

て
の

サ
イ

エ
ン

ス
 

レ
モ

ン
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
セ

シ
ル

・
ジ

ュ
グ

ラ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ｎ
Ｈ

Ｋ
出

版
 

 
 

 
  

〃
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ジ

ャ
ッ

ク
・

ギ
シ

ャ
ー

ル
 

 
 

 
文

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ロ

ー
ラ

ン
・

シ
モ

ン
 

 
 

 
 

 
絵

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
山

本
 

萌
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
訳

 

 
７

 
 

 
ア

イ
ン

シ
ュ

タ
イ

ン
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
早

野
 

美
智

代
 

 
 

 
 

 
 

 
文

 
 

 
 

 
 

Ｇ
ａ

ｋ
ｋ

ｅ
ｎ

 
 

 
 

 小
学

生
（

高
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
な

な
は

ち
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
込

山
 

ゆ
う

は
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ち

は
ら

 
ふ

み
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ｃ

ｏ
２

れ
も

ん
 

 
 

 
 

 
 

 
絵

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
吉

田
 

直
紀

 
 

 
 

 
 

 
 

 
監

修
 

 
８

 
 

 
夏

を
走

る
！

勇
気

と
ぼ

く
ら

の
ペ

ダ
ル

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
高

田
 

由
紀

子
 

 
 

 
 

 
 

 
作

 
 

 
 

 
 

あ
か

ね
書

房
 

 
 

 
 

〃
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
か

わ
い

 
ち

ひ
ろ

 
 

 
 

 
 

 
絵

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
長

尾
 

莉
紗

 
 

 
 

 
 

 
 

 
訳

 

９
 

 
 

こ
の

世
は

生
き

る
価

値
が

あ
る

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
長

谷
川

 
ま

り
る

 
 

 
 

 
 

 
著

 
 

 
 

 
 

ポ
プ

ラ
社
 

 
 

 
中

学
生

 

1
0
 

 
 

ぼ
く

た
ち

の
卒

業
写

真
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
天

川
 

栄
人

 
 

 
 

 
 

 
 

 
作

 
 

 
 

 
 

文
研

出
版
 

 
 

 
 

〃
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
く

ま
お

り
 

純
 

 
 

 
 

 
 

 
絵
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
六
十
八
号 

 

岡
山
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
□
昭
和
五
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
二
十
九
号
□
第
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
□
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
図
書
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
□ 

 
 

令
和
七
年
十
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

番
号

 
 

種
 

別
 

 
 

 
 

名
 

 
 

 
称

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
発

行
者

等
 

 

 
１

 
 
 

雑
誌
 
 
 
 

 
裏

モ
ノ

Ｊ
Ａ

Ｐ
Ａ

Ｎ
 

２
０

２
５

年
１

０
月

号
 

 
鉄

人
社
 

 
２

 
 
 
 

 
〃

 
 

 
 
 

劇
画

エ
マ

ニ
エ

ル
 

ｖ
ｏ

ｌ
．

３
５

 
 

 
 

 
 

大
洋

図
書
 

 

 
３

 
 
 

 
〃

 
 

 
 

 
Ｃ

Ｏ
Ｍ

Ｉ
Ｃ

 
Ａ

Ｕ
Ｎ

 
Ｖ

ｏ
ｌ

．
３

１
１

 
 

 
ヒ

ッ
ト

出
版

社
 

２
０

２
５

年
１

０
月

号
 

４
 

 
 
 

〃
 

 
 

 
 
Ｃ

ｏ
ｍ

ｉ
ｃ

 
Ｍ

ａ
ｓ

ｙ
ｏ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
三

和
出

版
 

２
０

２
５

年
 

１
０

月
号

 

 
５

 
 

 
 

〃
 

 
 
 

 
花

音
 

２
０

２
５

年
９

月
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
芳

文
社
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
六
十
九
号 

土
地
改
良
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
□
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
新
規

土
地
改
良
事
業
の
施
行
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
□ 

令
和
七
年
十
月
七
日 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

土
地
改
良
事
業
を
行
う
者
の
名
称 

児
島
湾
土
地
改
良
区 

二 

地
区
名
及
び
工
種 

地
区
名 

工 
 

種 

宗
津
東
町
４
番
川 

非
補
助
土
地
改
良
事
業
□
か
ん
が
い
排
水
□ 

都
縦
貫
樋
門 

 
 

 
 

 
 

 
 

〃 
 

 
 

 
 

 
 

 

北
七
区
11
条
準
幹
用
水 

 
 

 
 

 
 

 
 

〃 
 

 
 

 
 

 
 

 

錦
六
区
横
４
樋
門 

 
 

 
 

 
 

 
 

〃 
 

 
 

 
 

 
 

 

西
七
区
４
条
準
幹
排
水 

 
 

 
 

 
 

 
 

〃 
 

 
 

 
 

 
 

 

錦
中
40
樋
門 

 
 

 
 

 
 

 
 

〃 
 

 
 

 
 

 
 

 

西
七
区
１
号
２ 

 
 

 
 

 
 

 
 

〃 
 

 
 

 
 

 
 

 

内
尾
２
番
樋
門 

 
 

 
 

 
 

 
 

〃 
 

 
 

 
 

 
 

 

北
七
区
６
条
10
条
樋
門 

 
 

 
 

 
 

 
 

〃 
 

 
 

 
 

 
 

 

５
号
竪
丘
１
交
差
樋
門 

 
 

 
 

 
 

 
 

〃 
 

 
 

 
 

 
 

 

三 

認
可
年
月
日 

令
和
七
年
九
月
二
十
三
日 

 

令和７年１０月７日　岡山県公報　第１２７４２号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
七
十
号 

土
地
改
良
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
□
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
土
地

改
良
事
業
□
計
画
の
変
更
□
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
□ 

 

令
和
七
年
十
月
七
日 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

土
地
改
良
事
業
を
行
う
者
の
名
称 

児
島
湾
土
地
改
良
区 

二 

地
区
名
及
び
工
種 

地
区
名 

工 

種 

西
七
区
支
線
93
号 

非
補
助
土
地
改
良
事
業
□
か
ん
が
い
排
水
□ 

三 

認
可
年
月
日 

令
和
七
年
九
月
二
十
三
日 
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□
四
五
三
□
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
□
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
□
に
基
づ
き
□
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
□
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

た
□ 

 
 

令
和
七
年
十
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

調
達
件
名
及
び
数
量 

 
 

岡
山
県
統
合
原
子
力
防
災
ネ
□
ト
ワ
□
ク
シ
ス
テ
ム
機
器
賃
貸
借
及
び
保
守
業
務 

一
式 

二 

契
約
期
間 

 
 

令
和
八
年
三
月
十
五
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
十
四
日
ま
で 

三 

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

岡
山
県
危
機
管
理
課 

 
 

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号 

四 

落
札
者
を
決
定
し
た
日 

 
 

令
和
七
年
九
月
二
十
五
日 

五 

落
札
者
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

東
芝
Ｉ
Ｔ
サ
□
ビ
ス
株
式
会
社 

 
 

神
奈
川
県
川
崎
市
川
崎
区
日
進
町
一
番
地
五
三 

六 

落
札
金
額 

 
 

一
月
当
た
り
一
□
九
九
九
□
〇
三
四
円
□
う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
一
八
一
□
七
三
〇
円
□ 

七 

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続 

 
 

一
般
競
争
入
札 

八 

入
札
公
告
日 

 
 

令
和
七
年
八
月
八
日 
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□
四
五
四
□
測
量
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
□
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
備
前
県
民
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通

知
が
あ
□
た
□ 

 
 

令
和
七
年
十
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

 

  

玉
野
市
滝
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
□
基
準
点
測
量
□ 

測

量

の

種

類 

令
和
七
年
九
月
二
十
五
日 

終

了

年

月

日 
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□
四
五
五
□
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
十
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
窪
木
字
落
合
一
〇
三
〇
番
一
□
一
〇
三
一
番
一
□
一
〇
三
一
番
二
□
一
〇
三
一
番
九
□

一
〇
三
一
番
一
〇
□
長
良
一
一
六
六
番 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

総
社
市
中
央
四
丁
目
二
番
地
一
一
九 

中
島 

由
雄 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
四
三
五
号 
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□
四
五
六
□
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
□ 

 
 

令
和
七
年
十
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
三
須
字
東
田
一
一
九
〇
番
一
□
一
一
九
〇
番
八 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

倉
敷
市
中
島
二
七
番
地
一
モ
デ
ル
ノ
ブ
ロ
□
テ
Ｃ
棟
二
〇
二
号
室 

岡 
 

洋
輔 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
七
年
六
月
二
十
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
五
一
号 
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◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
公
示
第
十
二
号

　

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
五
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、

 
次
の
職
員
団
体
を
登
録
し
た
。

 

　
　

令
和
七
年
十
月
七
日

 

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

安　
　

田　
　
　
　
　

寛　
　
　

 

　
　

職
員
団
体
の
名
称　
　
　
　
　
　
　
　

登
録
の
日

 

自
治
労
津
山
広
域
事
務
組
合
職　
　

令
和
七
年
九
月
二
十
九
日

 

員
組
合
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